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別表第 2（第 11 条関係） 

令和 6 年 8 月１日改定 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 介護老人保健施設ミドルホーム富岡へ入所してサービスを受ける場合 
 

１ 介護保健施設サービス費 

 

区分 項   目 金  額 備  考 

介
護
保
健
施
設
サ
勖
ビ
ス
費
协
ⅱ
卐 

 
 

基 

本 

料 

金 

协
個
室
利
用
者
卐 

  
要 介 護 度 １ 

  
７８８円／日 

個室で介護保健施設サービスを受けている

方が施設にお支払い頂く介護保健施設サー

ビス費の利用者１割負担額です。 
※なお、次のいずれかに該当する方について

は、個室を利用されていても、下記（ⅳ）

の多床室利用者に係る基本料金を算定い

たします。 
・感染症等により個室への入所の必要がある

者であって、個室への入所期間が３０日以

内である方。 
・著しい精神状況等により他の同室者の心身

の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあ

るとして、個室への入所が必要であると医

師が判断した方。 

 
要 介 護 度 ２ 

 
８６３円／日 

 
要 介 護 度 ３ 

 
９２８円／日 

 
要 介 護 度 ４ 

 
９８５円／日 

 
要 介 護 度 ５ 

 
１,０４０円／日 

介
護
保
健
施
設
サ
勖
ビ
ス
費
协
ⅳ
卐 

 
 

基 

本 

料 

金 

协
多
床
室
利
用
者
卐 

  
要 介 護 度 １ 

  
８７１円／日 

２人室・４人室で介護保健施設サービスを受

けている方が施設にお支払い頂く介護保健

施設サービス費の利用者１割負担額です。 
 
◎介護保健施設サービス費（ⅱ）（ⅳ）は 
・在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が

６０以上であること。 
・退所時指導及び退所後の状況確認を行ってい

ること（別表参照）。 
・リハビリテーションマネジメントを行ってい

ること（別表参照）。 
・地域貢献活動を行っていること（別表参照）。 
・充実したリハを行っていること。（別表参照） 
といった要件を満たしている施設（「在宅強

化型施設」）が算定できる料金になります。 

 
要 介 護 度 ２ 

 
９４７円／日 

 
要 介 護 度 ３ 

 
１，０１４円／日 

 
要 介 護 度 ４ 

 
１，０７２円／日 

 
要 介 護 度 ５ 

 
１，１２５円／日 

ミドルホーム富岡利用料金表 
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各 
 

種 
 

加 
 

算 
 

料 
 

金 

协
右
記
の
加
算
項
目
に
該
当
し
た
場
合
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
劤
卐 

 
認知症ケア加算 

 
７６円／日 

認知症専門棟利用となった場合、基本料金に左

記金額を加算します。ケア内容の特徴などは、

該当された方には別にご説明いたします。 

夜勤職員配置加算 ２４円／日 
夜勤職員を通常の夜勤体制よりも手厚く配置

していることに対する加算です。基本料金に左

記金額を加算します。各階の夜勤体制の詳細に

ついては、別にご説明いたします。 
 

外 泊 時 費 用 
 

 
３６２円／日 

外泊をした場合、外泊初日と最終日を除き、基

本料金に代えて１日につき左記の金額となり

ます。（１月に６日まで） 
 

外泊時に在宅サービス 
を利用したときの費用 ８００円／日 

外泊中に、外泊をされた方が当施設の提供する

在宅サービスを利用された場合には、外泊初日

と最終日を除き、基本料金に代えて１日につき

左記の金額となります。（１月に６日まで） 
＊外泊時費用を算定している際は算定しません。 

初 期 加 算（Ⅰ） ６０円／日 

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への

入院後３０日以内に退院し、入所した者につ

いて１日につき左記金額を加算します。（Ⅱ）

を算定している場合は、算定しません。 

初 期 加 算（Ⅱ） ３０円／日 
入所した日から起算して３０日以内の期間に

ついては、基本料金に１日につき左記金額を加

算します。 
 

入所前後訪問指導加算

（Ⅰ） 

 

４５０円／回 

（入所中１回を限度） 

入所予定日前３０日以内または入所後７日以

内に居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及

び診療方針を決定した場合、次に掲げる区分に

応じて算定します。 
（Ⅰ）：退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定を行った場合 
（Ⅱ）：退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な

改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支

援計画を策定した場合 

 

入所前後訪問指導加算

（Ⅱ） 

 

４８０円／回 

（入所中１回を限度） 

試行的退所時指導加算 ４００円／回 

退所が見込まれる入所者をその居宅に試行的

に退所させた場合に、その退所時に、入所者及

び家族に対して退所後の療養上の指導を行っ

た場合に、最初に試行的退所を行った月から３

月の間に限り１月に１回を限度として算定し

ます。ただし、入所期間が１月を超える入所者。 

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００円／回 
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治

の医師に対して、心身の状況、生活歴等を示す

情報を提供した場合に算定。 

退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０円／回 
医療機関へ退所する入所者について、退所後の

医療機関に対して、心身の状況、生活歴等を示

す情報を提供した場合に算定。  

 入退所前連携加算（Ⅰ） 
６００円／回 

入所期間が１月を超え

る入所者(１回のみ) 

（Ⅰ）：（Ⅱ）に加え提出、入所前３０日以内

又は入所後３０日以内に、退所後に利用を希望

する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居

宅サービス等の利用方針を定めることにより

算定します。 
（Ⅱ）：退所前に、退所後に利用を希望する居

宅介護支援事業者に必要な情報提供を行ない、

連携して退所後の居宅サービスに関する調整

を行うことにより算定します。 

 入退所前連携加算（Ⅱ） 
４００円／回 

入所期間が１月を超え

る入所者(１回のみ) 

 
訪問看護指示加算 

 
３００円／回 

退所時に医師が指定訪問看護ステーションに

訪問看護指示書を交付した場合に算定します。

（１回のみ）  
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再入所時栄養連携加算 ２００円／回 

 

厚生労働省が定める特別食を必要とする者が

退院する際に、当施設の管理栄養士が入院先の

栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理に

ついて栄養ケア計画を作成し再入所した場合、

１回に限り算定します。 

退所時栄養情報連携加算 ７０円／回 

厚生労働省が定める特別食を必要とする入所

者又は低栄養状態にあると医師が診断した入

所者に対し、管理栄養士が退所先の医療機関に

対して入所者の栄養管理に関する情報を提供

した場合に１月につき１回を限度として算定

します。 

栄養ケア・マネジメント 
未実施減算 

１４円／日減算 

医師、管理栄養士、看護師等が共同して、入所

者一人一人の栄養状態を把握して栄養ケア計

画を立案し、計画に従った栄養管理を行う栄養

マネジメントが未実施の場合に減算します。 

栄養マネジメント 
強化加算 

１１円／日 

医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成し

た栄養ケア計画に従い、低栄養状態のリスクが

高い入所者に対し食事の観察や調整等をおこ

なうこと。低栄養状態のリスクが低い入所者に

ついても、変化を把握し早期対応すること。 
入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省

に提出し、必要情報を栄養管理に活用するこ

と。により算定します。 

 口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円／月 

（Ⅰ）：歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

入所者に対して口腔ケアを月２回以上行った

場合、及び介護職員に技術的助言や指導を年２

回以上行っている場合、介護職員からの相談に

対応している場合に算定します。 
（Ⅱ）：（Ⅰ）に加えて、口腔衛生等の管理に

係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、必要情報を口腔衛生管理に活用することに

より算定します。 

 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０円／月 

 

経口移行加算 

 

２８円／日 

経管により食事を摂取する入所者について、経

口摂取を進めるために、医師の指示を受けた管

理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語

聴覚士又は看護職員による支援が行われた場

合、１８０日を限度として算定します。 
 

経口維持加算（Ⅰ） 

 

４００円／月 

医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科

医師、管理栄養士等が共同して経口維持計画を

作成し、経口による食事摂取のための管理を実

施した場合に算定します。 
（Ⅰ）：著しい摂食機能障害を有し、造影撮影又は

内視鏡検査により誤嚥が認められること。 
（Ⅱ）：摂食機能障害を有し、水飲みテスト、頚部

聴診法等により誤嚥が認められること。 

 

経口維持加算（Ⅱ） 

 

１００円／月 

 
 

療養食加算 

 
 

６円／回 

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食などを医師の処方

箋に基づき提供した場合に算定します。 
＊１日３食を限度とし、１食を１回として１回単位

で算定します。 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ） 
３円／月 

（Ⅰ）：入所者ごとに褥瘡の発生に係るリスク

の評価を少なくとも３月に１回行い、結果等を

厚生労働省に提出し、必要情報を褥瘡管理に活

用すること。褥瘡が認められる入所者、又はリ

スクがあるとされた入所者ごとに関連職種が
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褥瘡マネジメント加算

（Ⅱ） 
１３円／月 

共同して褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づい

て褥瘡管理を実施し記録すること。少なくとも

３月に１回は計画の見直しを行うこと。により

算定できます。 
（Ⅱ）：（Ⅰ）を満たし、入所時の評価の結果、

褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡

褥瘡が治癒したこと、又は発生するリスクがあ

るとされた入所者に、褥瘡発生がないことによ

り算定できます。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅰ） 

２２円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が８０％以上となった場合、

または勤続１０年以上の介護福祉士の占める

割合が３５％以上となった場合に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅱ） 

１８円／日 
当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が６０％以上となった場合

に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅲ） 

６円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が５０％以上、または直接サ

ービスを提供する職員の総数のうち、勤続７年

以上の者の占める割合が３０％以上、看護・介

護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が

７５％以上の場合に算定します。 

排せつ支援加算 
（Ⅰ） 

１０円／月 
（Ⅰ）：排泄に介護を要する入所者ごとに、要

介護状態の軽減の見込みについての評価を、入

所時及び少なくとも３月に１回行い、結果等を

厚生労働省に提出し、必要情報を排せつ支援に

活用すること。要介護状態の軽減が見込まれる

者について、関連職種が共同して支援計画を作

成し支援を実施すること。少なくとも３月に１

回計画の見直しを行うことにより算定します。 
（Ⅱ）（Ⅲ）：（Ⅰ）を満たし、状態の悪化が

なく、改善があった場合に算定します。 

排せつ支援加算 
（Ⅱ） 

１５円／月 

排せつ支援加算 
（Ⅲ） 

２０円／月 

リハビリテーション 
マネジメント計画書 
情報加算（Ⅰ） 

５３円／月 

医師、理学療法士、作業療法士等が共同して、

リハビリテーション実施計画を入所者又は家

族へ説明し、継続的にリハビリテーションの質

の管理をすること。入所者ごとのリハビリテー

ション実施計画の内容等の情報を厚生労働省

に提出し、必要情報をリハビリテーションの実

施と定期的評価等の一連のプロセスに活用す

ることにより算定します。 
（Ⅰ）：口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネ

ジメント強化加算を算定している場合に算定

します。 

リハビリテーション 
マネジメント計画書 
情報加算（Ⅱ） 

３３円／月 

短期集中 
リハビリテーション 
実施加算（Ⅰ） 

２５８円／日 

医師又は医師の指示を受けた作業療法士等が、

入所日から３月以内の期間に集中的にリハビ

リテーションを実施し、入所者ごとのリハビリ

テーション実施計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、必要情報をリハビリテーション

の実施と定期的評価等の一連のプロセスに活

用することにより算定します。 

短期集中 
リハビリテーション 
実施加算（Ⅱ） 

２００円／日 
医師又は医師の指示を受けた作業療法士等が、

入所日から３月以内の期間に集中的にリハビ

リテーションを実施した場合に算定します。 
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認知症短期集中    

リハビリテーション  

実施加算（Ⅰ） 

 
 
 

２４０円／日 
 

認知症であると医師が判断した者であって、リ

ハビリテーションによって生活機能の改善が

見込まれると判断された者に対して、医師又は

医師の指示を受けた作業療法士等が、退所生活

をする居宅又は社会福祉施設を訪問し、リハビ

リテーション計画を作成していること。入所日

から３月以内の期間に集中的なリハビリテー

ションを個別に実施した場合に、１週に３日を

限度として算定します。 

 

認知症短期集中    

リハビリテーション   

実施加算（Ⅱ） 

 
 
 

１２０円／日 
 

認知症であると医師が判断した者であって、リ

ハビリテーションによって生活機能の改善が

見込まれると判断された者に対して、医師又は

医師の指示を受けた作業療法士等が、入所日か

ら３月以内の期間に集中的なリハビリテーシ

ョンを個別に実施した場合に、１週に３日を限

度として算定します。 

若年性認知症入所者 

受入加算 

１２０円／日 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の

担当者を定めサービス提供を行った場合に算

定します。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日 
総入所者数のうち、日常生活に支障をきたすよ

うな症状の認知症の者の占める割合が１／２

以上であり、専門的な認知症のケアを実施する

体制が整い実施した場合に算定します。詳しく

は、必要に応じてご説明いたします。 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円／日 

認知症チームケア    

推進加算（Ⅰ） 
１５０円／日 

総入所者数のうち、日常生活に支障をきたすよ

うな症状の認知症の者の占める割合が１／２

以上であり、専門的な認知症のケアを実施する

体制が整い実施した場合に算定します。詳しく

は、必要に応じてご説明いたします。 
認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ）を算定してい

る場合は算定しません。 
認知症チームケア   

推進加算（Ⅱ） 
１２０円／日 

認知症行動･心理症状 
緊急対応加算 

２００円／日 

医師が、認知症の行動･心理症状が認められる

ため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所

サービスが必要であると判断した者に対して、

サービスを提供した場合に、入所した日から７

日間を限度として算定します。 

緊急時治療管理 
５１８円／日 

利用者の病状が重篤となり、救命救急医療が必

要となる場合に緊急的な治療管理としての投

薬、検査、注射、処置等を行った場合、１月に

１回、連続する３日を限定に算定します。 

特 定 治 療 費 医科診療報酬 
点数表に基づく 

やむを得ない必要により、手術や注射、処置等

を行った場合に算定します。算定する場合に

は、必要に応じて説明をさせていただきます。 

所定疾患施設療養費 
（Ⅰ） 

２３９円／日 

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性

心不全の憎悪について、投薬、検査、注射、処

置等を行った場合に、１月に１回を限度として

算定します。１月に１回連続する７日間を限度

として算定します。 

所定疾患施設療養費 
（Ⅱ） 

４８０円／日 

上記（Ⅰ）につき、診断や投薬･検査･注射･処

置等を実施する施設医師が感染症対策に関す

る研修を受講している場合に算定します。１月

に１回連続する１０日間を限度として算定し

ます。 
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ターミナルケア加算 

７２円／日 
死亡日３１～４５日 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがな

いと判断した入所者であり、以下に示すことが

行われている場合に算定します。 
・医師、看護介護職員、支援相談員等が共同して随

時入所者又はその家族に対して十分な説明を行

い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看

取り（ターミナルケア）ができるよう支援する。 

・「人生の最終段階における医療･ケアの決定プロ

セスに関するガイドライン」の内容に沿って取り

組みを行う。 

・入所者又はその家族等の同意を得て、本人の意思

を尊重したターミナルケアに係る計画を作成し

て支援する。 

・サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医

療･ケアの方針決定に対する支援に努める。 

１６０円／日 
死亡日４～３０日 

９１０円／日 
死亡日前日及び前々日 

１，９００円／日 
死亡日 

かかりつけ医連携薬剤 
調整加算（Ⅰ）イ 

１４０円／回 

入所後１月以内に、在宅での主治医に状況に応

じて処方内容の変更を行う可能性があること

について合意を得、変更があった場合退所時又

は退所後１月以内に主治医に情報を提供し、内

容を記録することにより算定します。 

かかりつけ医連携薬剤 
調整加算（Ⅰ）ロ 

７０円／回 

上記（Ⅰ）イの要件に基準に適合し、施設にお

いて、入所中に服薬薬剤の総合的な評価及び調

整を行い、療養上必要な指導を行うことで算定

します。 

かかりつけ医連携薬剤 
調整加算（Ⅱ） 

２４０円／回 
上記（Ⅰ）を算定し、入所者の服薬情報を厚生

労働省に提出し、処方に当たって必要情報を活

用することにより算定します。 

かかりつけ医連携薬剤 
調整加算（Ⅲ） 

１００円／回 

上記（Ⅰ）（Ⅱ）を算定し、６種類以上の内服

薬が処方されており、当該処方の内容を施設医

師と在宅での主治医が共同して総合的に評価･

調整し、入所中に内服薬の種類を減少させるこ

と。退所時に、入所時に比べ内服薬の種類を減

少させることができていることにより算定し

ます。 

自立支援促進加算 ３００円／月 

医師が定期的に入所者の医学的評価を行い、評

価に基づいて医師や関連職種が共同して策定

した支援計画に沿ったケアを実施しているこ

と。医学的評価の結果等を厚生労働省へ提出

し、必要情報を活用していること。により算定。 

安全対策体制加算 ２０円／回 
（入所時に１回） 

外部の研修を受けた担当者を配置し、施設内に

安全対策部門を設置して、組織的に安全対策を

実施する体制が整備されていることにより算

定します。 

科学的介護推進体制 
加算（Ⅰ） 

４０円／月 

入所者ごとの基本的な情報（ＡＤＬ値、栄養状

態、口腔機能、認知症やその他の心身状況等）

を厚生労働省に提出し、サービスの提供に当た

り、必要情報を活用することにより算定しま

す。 

科学的介護推進体制 
加算（Ⅱ） 

６０円／月 
上記（Ⅰ）に加えて疾病の状況や服薬情報等の

情報を厚生労働省へ提出していることにより

算定します。 
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在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅰ） 
 

 
 

５１円／日 
 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
４０以上であること。 
介護保健施設サービス費の（ⅰ）（ⅲ）が算定

できていること。 
地域に貢献する活動を行っていること。 
以上を満たしている場合に、介護保健施設サー

ビス費（ⅰ）（ⅲ）の基本料金に加算します。 

 

在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 

 

 
 

５１円／日 
 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
７０以上であること。 
介護保健施設サービス費の（ⅱ）（ⅳ）が算定

できていること。 
以上を満たしている場合に、介護保健施設サー

ビス費（ⅱ）（ⅳ）の基本料金に加算します。 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅱ） 

介護保険分支払額

に７．１％を乗じ

た額 

介護職員等の更なる資質の向上の取組、雇用管

理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業

所を対象とした加算です。 
なお、介護保険分支払額とは、「介護保健施設

サービス費」に「各種加算」「減算」を加えた

額のことをいいます。（「居住費」「食費」「そ

の他の料金」は含まれません） 
 

協力医療機関連携加算 
 

１００円／月   
※令和７年３月３１日まで 

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得

て、当該入所者等の病歴等の情報共有を行う会

議を定期的に開催していることを評価する加

算です。協力医療機関が下記①～③の要件を満

たす場合に算定します。 
（協力医療機関の要件） 
①入所者の病状等が急変した場合等において、

医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常

時確保していること。②高齢者施設等からの診

療の求めがあった場合において、診療を行う体

制を常時確保していること。③入所者との病状

が急変した場合に等において、入院を要すると

認められた入所者等の入院を原則として受け

入れ体制を確保していること。 

 

５０円／日   
※令和７年４月１日以降 

５円／月 
上記以外の協力医療機関と連携している場合。 

 

高齢者施設等感染対策 

向上加算（Ⅰ） １０円／月 

・第二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応を行う体制を確保してい

ること。 
・協力医療機関との間で新興感染症以外の一般

的な感染症の発生時等の対応を取り決めると

ともに感染症の発生時等に協力医療機関等と

連携し適切に対応していること。 
・医療機関または、地域の医師会が定期的に行

う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年

に１回以上参加していること。 
以上を満たしている場合に算定します。 

 
高齢者施設等感染対策 

向上加算（Ⅱ） ５円／月 

医療機関から、３年に１回以上施設内で感染者

が発生した場合の感染制御等に係る実地指導

を受けていることで算定します。 
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新興感染症等施設療養費 
２４０円／日 

入所者等が厚生労働省の定める感染症に感染

した場合の相談対応、診療、入院調整等を行う

医療機関を確保し、感染した入所者等に対し、

適切な感染対策を行った上で、介護サービスを

行った場合に１月に１回、連続する５日を限度

として算定します。 

 

生産性向上推進体制加算

（Ⅰ） １００円／月 

・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータによ

り業務改善の取組による成果が確認されてい

ること。・見守り機器等のテクノロジーを複数

台導入していること。 
・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による

効果を示すデータの提供を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 

 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） １０円／月 

・生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動

を継続的に行っていること。・見守り機器等の

テクノロジーを１つ以上導入していること。 
・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による

効果を示すデータの提供を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 

※上記は、１割自己負担の場合の額を表示したものです。 

市町村から交付された｢介護保険負担割合証｣に利用者負担の割合が２割と記載されている場合は、

上記の額に２を乗じた額、３割と記載されている場合は、上記の額に３を乗じた額となります。 

参考 算定要件等  ※以下の要件に当てはめて､算定する基本料金のタイプ及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の種類を割り出しております。 

   

在宅強化型 
介護保健サービ

ス費（ⅱ）（ⅳ） 

  

基本型 
介護保健サービ

ス費（ⅰ）（ⅲ） 

 

 

その他型 
超強化型 
在宅復帰・在宅療養

支援機能加算（Ⅱ） 

加算型 
在宅復帰・在宅療養

支援機能加算（Ⅰ） 

在宅復帰・在宅療養支援等指標（最高値：９０） 70 以上 60 以上 40 以上 20 以上  

左 記 の 要 件

を満たさない

施設 

退所時指導等 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり 

リハビリテーションマネジメント 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり 

地域貢献活動 要件あり 要件あり 要件あり 要件なし 

充実したリハ 要件あり 要件あり 要件なし 要件なし 

別表 在宅復帰･在宅療養支援等指標 
  下記評価項目①～⑩について、項目に応じた値を足し上げた値 

評価項目 評価基準 ： 点  

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 算定要件 

①在宅復帰率 50%超：20 30%超：10 30%以下：0  

 

退所時指導等 

・退所時指導 

入所者の退所時に、入所者及びその家族に退所後の療

養上の指導を行っていること 

・退所後の状況確認 

退所後 30 日以内にその居宅を訪問し、又は指定居宅介

護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅生

活が 1 月（要介護 4・5 については 2 週間）以上継続する

見込みであることを確認し記録していること 

②ベッド回転率 10%以上：20 5%以上：10 5%未満：0 

③入所前後訪問指導割合 35%以上：10 15%以上：5 15%未満：0 

④退所前後訪問指導割合 35%以上：10 15%以上：5 15%未満：0 

⑤居宅サービスの実施数 3：5 2：3※１ 2：1 0：0 

⑥リハ専門職の配置割合 5 以上：5※2 5 以上：3 3 以上：2 3 未満：0 

⑦支援相談員の配置割合 3 以上：5※3 3 以上：3

※4 

2 以上：1 2 未満：0 リハビリテーショ

ンマネジメント 

・作業療法・理学療法等のリハビリテーションを計画的に

行い適宜その評価を行っていること。 

・医師が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対

し、リハビリテーションの目的に加えて、開始前又は実施

中留意事項、中止基準、負荷量等のうちいずれか一つ

の指示を行うこと。 

⑧要介護４又は５の割合 50%以上：5 35%以上：3 35%未満：0 

⑨喀痰吸引の実施割合 10%以上：5 5%以上：3 5%未満：0 

⑩経管栄養の実施割合 10%以上：5 5%以上：3 5%未満：0 

※１  訪問リハビリテーションを含む２サービス 

※2  PT,OT,ST いずれも配置していること 

※3  社会福祉士の配置あり 

※4  社会福祉士の配置なし    

地域貢献活動 地域に貢献する活動を行っていること 

充実したリハ 週 3 回程度以上のリハビリを実施していること 
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２ 居住費〔居住に要する費用〕・食費〔食事の提供に要する費用〕（非課税） 
◎居住費・食費については、所得の低い方〔特定入所者（負担限度額認定者）：第１段階～第３段

階〕にその負担が重くなり過ぎないようにするために、お支払いいただく金額が利用者負担段階

に応じて軽減されております。 

 
 

利用者負担段階 

居 住 費 
〔居住に要する費用〕 

 
食  費 

〔食事の提供に 
 要する費用〕 個 室 多 床 室 

〔２人・４人部屋〕 

負 

担

限 

度 

額 

認 

定 

者 

第１段階 
例）生活保護受給者の方等 

５５０円／日 ０円／日 ３００円／日 

第２段階 
例）年金収入８０万円以下の方等 

５５０円／日 ４３０円／日 ３９０円／日 

第３段階① 
例）年金収入８０万円超 120 万円

以下の方等 

１，３７０円／日 ４３０円／日 ６５０円／日 

第３段階② 
例）年金収入 120 万円超 

１，３７０円／日 ４３０円／日 １，３６０円／日 

負担限度額認定者以外の方 

第４段階 
例）年金収入２６６万円超の方等 

１，７２８円／日 ４３７円／日 １，８４０円／日 

※ 居住費については、午後入所の場合や午前退所の場合など、居住時間が一日に満たない場合で

あっても（居住時間に関わらず）、一日料金で徴収させていただきます。 

※ 外泊期間中においても、居住費は徴収させていただきます〔外泊期間中は基本料金を徴収せず、

居住費+外泊時加算負担金（料金表の｢外泊時加算｣等を参照）を徴収いたします〕。 

※ 入所の方の食費については、午後入所して夕食から食事提供開始の場合や朝食を摂って午前退

所の場合などであっても（食数に関わらず）一日料金を徴収させていただきます。 

※ 食費には、利用者の全員を対象に提供されるおやつ代を含んでおります。 

＊ 食費の額は、ミドルホーム富岡として現に食事を提供するのに必要な費用（食材料費＋調理師

の人件費）を勘案して設定しています。 

＊ 第４段階に該当する方に対する「居住費」と「食費」については、全国の各施設ごとに独自の

金額設定がなされています（全国統一料金ではありません）。 
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３ その他の料金 

項   目 金   額 内 容 等 

特別な室料 
（個室） 
（２人部屋） 

  １，３２０円／日（税込）   
    ８２５円／日（税込） 

利用者からの特別な希望に基づい

て提供される部屋の利用料です。 
なお、認知症専門棟については特

別な室料は徴収いたしません。 

特別な食事費用 実   費（税込） 
利用者が個人的な嗜好に基づいて

選定する、特別な食事もしくはお

やつを提供した場合。 
 

※日用品費 

 

１５０円／日 

毎日の日常生活に必要な物品（歯ブラシ、歯

磨き粉、ティッシュペーパー、タオル（清拭

用は除く）、ボディソープ、シャンプー、ハ

ンドソープ、ポリデント、剃刀等）を提供す

るために係る料金です。 
 
 
 
 
 
 
 

※洗濯代 
 
【施設委託の場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 

○防寒着（ジャンパー等）   ２４０円 
 

○ウール･セーター類   ３５０円 
 

○トレーナー、ジャージ･パジャマの

上着、ブラウス、ポロシャツ等 
            １２０円 
 

○各種ズボン（トレーナー・ジャー

ジ・パジャマ等のズボン含む）  
１２０円 

 

○バスタオル      １２０円 
 

○タオル（バスタオル以外）４０円 
 

○下着          ９０円 
 

○パンツ         ６０円 
 

○靴下（１足）      ３０円 
 

○上履き靴（１足）   ２４０円 

◎デリケートな衣類、特殊素材の使

用された衣類、貴重な衣類や高価

な衣類などについては、持ち込ま

ないようにお願いしております。

なお、利用者の選択により持ち込

まれた場合につきましては、それ

らの衣類の洗濯はご家庭でお願い

します。 
また、防寒着やウール・セータ

ー類につきましても、ご家庭での

洗濯をお願いしております。 
 

＊家族洗濯の方であっても、失禁等

の理由で衣類汚染が著しい場合な

ど、やむを得ず施設洗濯にて対応

させていただく場合があります。

その際には、左記に対象となる料

金を徴収させていただきます。 

※理髪代 １，７００円／回 施設が徴収し、明記額のまま理容

業者に直接支払われる金額です。 
 

美容代 

 

実   費（税込） 

利用者のご希望により白髪染め等を

行った場合に、業者の設定した金額

を施設が徴収して、そのままの額で

業者に直接支払われる金額です。 

家電持ち込み料 ○テレビ   ５５円／日（税込） 

○その他   ２２円／日（税込） 
 

 
通信費 

 
 実   費（税込） 

電話使用料、切手、葉書等 
（電話料）地域内３３円（税込） 

地域外５５円（税込） 

各種診断書料・文書料  実   費（税込） 別紙参照 

エンゼルケア料 
（寝巻き・さらし代込） 

１６，５００円（税込） お亡くなりになられた際における

死後の処置に係る費用です。 
エンゼルケア料 

（寝巻き・さらし代含まず） 
１３，２００円（税込） 生前ご愛用されていた服や肌着等

をご家族にご用意いただきます。 

その他  実   費（税込） 
（電池代）１１０円／個 
 

消費税 ※印は非課税 
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Ⅱ 短期入所（ショートステイ）を利用する場合 
 
１ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 

 

区分 項   目 金  額 備  考 

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
协
ⅱ
卐 

 
 

基 

本 

料 

金 

协
個
室
利
用
者
卐 

要 介 護 度 １ ８１９円／日 

 
個室で介護老人保健施設短期入所療養介護

サービスを受けている方が施設にお支払い

頂く、介護老人保健施設短期入所療養介護

費の利用者１割負担額です。 
 
 

 

要 介 護 度 ２ ８９３円／日 

要 介 護 度 ３ ９５８円／日 

要 介 護 度 ４ １，０１７円／日 

要 介 護 度 ５ １，０７４円／日 

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
协
ⅳ
卐 

 
 

基 

本 

料 

金 
协
多
床
室
利
用
者
卐 

要 介 護 度 １ ９０２円／日 

 
２人室・４人室で介護老人保健施設短期入

所療養介護サービスを受けている方が施設

にお支払い頂く、介護老人保健施設短期入

所療養介護費の利用者１割負担額です。 
要 介 護 度 ２ ９７９円／日 

要 介 護 度 ３ １，０４４円／日 

要 介 護 度 ４ １，１０２円／日 

要 介 護 度 ５ １，１６１円／日 

特
定
介
護
老
人
保
健

施
設
短
期
入
所
療
養

介
護
費 

３時間以上４時間未満 ６６４円 
 
日帰りの短期入所療養介護を利用された場

合に施設にお支払い頂く、特定短期入所療養

介護費の利用者１割自己負担額です。 ４時間以上６時間未満 ９２７円 

６時間以上８時間未満 １，２９６円 
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各 
 

種 
 

加 
 

算 
 

协
右
記
の
加
算
項
目
に
該
当
し
た
場
合
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
劤
卐 

 
 

認知症ケア加算 ７６円／日 
認知症専門棟利用となった場合、基本料金に左

記金額を加算します。ケア内容の特徴などは、

別にご説明いたします。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日 
総入所者数のうち、日常生活に支障をきたすよ

うな症状の認知症の者の占める割合が１／２

以上であり、専門的な認知症のケアを実施する

体制が整い実施した場合に算定します。詳しく

は、必要に応じてご説明いたします。 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円／日 

重度療養管理加算 
１２０円／日 

要介護４又は５であって、厚生労働大臣が定め

る状態である方に医学的管理の下、短期入所療

養介護サービスを提供した場合に算定します。 
※常時頻回の喀痰吸引をしている方や経鼻胃管や胃ろう

の方、褥そう（床ずれ）の治療をしている方など 

６０円／日 
特定短期入所療養介護利用時（日帰りで短期入

所療養介護を利用した場合）の金額です。 
 

送迎加算 
 

１８４円／片道 
送迎が必要と認められる利用者に対して、その

居宅と事業所（施設）との間の送迎を行った場

合、片道につき左記金額を算定します。 
 

夜勤職員配置加算 
 

２４円／日 
夜勤職員を通常の夜勤体制よりも手厚く配置

する体制が整った場合算定します。各階の夜勤

体制の詳細については別にご説明いたします。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅰ） 

２２円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が８０％以上となった場合、

または勤続１０年以上の介護福祉士の占める

割合が３５％以上となった場合に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅱ） 

１８円／日 
当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が６０％以上となった場合

に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅲ） 

６円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が５０％以上、または直接サ

ービスを提供する職員の総数のうち、勤続７年

以上の者の占める割合が３０％以上、看護・介

護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が

７５％以上の場合に算定します。 

療養食加算 ８円／回 

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食などを医師の処方

箋に基づき提供した場合に算定します。 
＊１日３食を限度とし、１食を１回として１回単位

で算定します。 

個別リハビリテーション

実施加算 
２４０円／日 

医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハ

ビリテーション計画を作成し、当該リハビリテ

ーション計画に基づき、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が１日２０分以上の個別リハビリテーション

を行った場合に算定します。 

緊急短期入所受入加算 ９０円／日 

利用される方の状態やご家族の事情等により、

介護支援専門員が短期入所療養介護を受ける

必要があると認め、緊急に受入を行った場合に

７日（家族の疾病等やむを得ない事情の場合１

４日）を限度に算定します。 

総合医学管理加算 ２７５円／日 

治療管理を目的とし、居宅サービス計画におい

て行うこととなっていない短期入所療養介護

を行った場合、１０日を限度として算定しま

す。 
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口腔連携強化加算 ５０円／回  

※１月に１回 

口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、評価結果を情報提

供した際に算定します。 
 

特 定 治 療 費 医科診療報酬点

数表に基づく 

やむを得ない必要により、手術や注射、処置等

を行った場合に算定します。算定する場合に

は、必要に応じて説明をさせていただきます。 

緊急時治療管理 
５１８円／日 

※１月に１回連続す

る３日を限定 

利用者の病状が重篤となり、救命救急医療が必

要となる場合に緊急的な治療管理としての投

薬、検査、注射、処置等を行った場合算定。 

認知症行動･心理症状

緊急対応加算 
２００円／日 

※７日以内に限る 

医師が認知症の行動･心理症状が認められるた

め、緊急に短期入所療養介護の利用が必要と判

断した方が利用した場合に算定します。 

若年性認知症利用者 
受入加算 

１２０円／日 
受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の

担当者を定めサービス提供を行った場合に算

定します。 

６０円／日 
特定短期入所療養介護利用時（日帰りで短期入

所療養介護を利用した場合）の金額です。 

在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅰ） 
５１円／日 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
４０以上であること。 
介護老人保健施設短期入所療養介護費の（ⅰ）

（ⅲ）が算定できていること。 
地域に貢献する活動を行っていること。 
以上を満たしている場合に、介護老人保健施設

短期入所療養介護費（ⅰ）（ⅲ）の基本料金に

加算します。 

在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 
５１円／日 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
７０以上であること。 
介護老人保健施設短期入所療養介護費の（ⅱ）

（ⅳ）が算定できていること。 
以上を満たしている場合に、介護老人保健施設

短期入所療養介護費（ⅱ）（ⅳ）の基本料金に

加算します。 

生産性向上推進体制加算

（Ⅰ） １００円／月 

・（Ⅱ）の条件を満たし、（Ⅱ）のデータにより

業務改善の取組による成果が確認されている

こと。・見守り機器等のテクノロジーを複数台

導入していること。・１年以内ごとに１回、業

務改善の取組による効果を示すデータの提供

を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） １０円／月 

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動

を継続的に行っていること。・見守り機器等の

テクノロジーを１つ以上導入していること。 
・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による

効果を示すデータの提供を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

介護保険分支払

額に７．１％を乗

じた額 

介護職員等の更なる資質の向上の取組、雇用管

理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業

所を対象とした加算です。 
なお、介護保険分支払額とは、「介護老人保健

施設短期入所療養介護費」に「各種加算」「減

算」を加えた額のことをいいます。（「滞在費」

「食費」「その他の料金」は含まれません） 

※上記は、１割自己負担の場合の額を表示したものです。 

市町村から交付された｢介護保険負担割合証｣に利用者負担の割合が２割と記載されている場合は、

上記の額に２を乗じた額、３割と記載されている場合は、上記の額に３を乗じた額となります。 
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※「重度療養管理加算」の算定対象となる厚生労働大臣が定める状態とは 

以下のいずれかに該当する状態です。 

・常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

・中心静脈栄養を実施している場合 

・人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

・重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

・膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の４級以上であり、ストーマの処置を実施している状態 

・経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態 

・褥そう（床ずれ）に対する治療を実施している場合 

・気管切開が行われている状態 

２ 滞在費〔滞在に要する費用〕・食費〔食事の提供に要する費用〕（非課税） 
◎滞在費・食費については、所得の低い方〔特定入所者（負担限度額認定者）：第１段階～第３段

階〕にその負担が重くなり過ぎないようにするために、お支払いいただく金額が利用者負担段階

に応じて軽減されております。 

 
 

利用者負担段階 

滞 在 費 
〔滞在に必要な費用〕 

 
食  費 

〔食事の提供に 
必要な費用〕 個 室 

多 床 室 
〔２人・４人部屋〕 

 

負 

担

限 

度 

額 

認 

定 

者 

第 1 段階 
例）生活保護受給者の方等 ５５０円／日 ０円／日 ３００円／日 

第２段階 
例）年金収入８０万円以下の方等 ５５０円／日 ４３０円／日 ６００円／日 

第３段階① 
例）年金収入８０万円超 120 万

円以下の方等 

１，３７０円／日 ４３０円／日 １，０００円／日 

第３段階② 
例）年金収入 120 円超の方等 １，３７０円／日 ４３０円／日 １，３００円／日 

負担限度額認定者以外の方 

 
第４段階 

例）年金収入２６６万円超の方等 
１，７２８円／日 ４３７円／日 

朝食 ５４０円 
昼食 ７００円 
夕食 ６００円 

〔１,８４０円／日〕 

※滞在費については、午後入所の場合や午前退所の場合など、居住時間が一日に満たない場合であ

っても（居住時間に関わらず）、一日料金で徴収させていただきます。 

※入所日並びに退所日の食費徴収の取り扱いは、実際にお摂りいただいた食分の食費を徴収いたし

ます。 

［退所日の食費徴収の仕方］ 

朝食を摂ってからの午前中退所であれば朝食代（540 円）、昼食を摂ってからの午後退所であ

れば朝食代（540 円）＋昼食代（700 円）、夕食を摂ってからの夜間退所であれば朝食代（540

円）＋昼食代（700 円）＋夕食代（600 円）を徴収いたします。 

［入所日の食費徴収の仕方］ 

ご自宅で朝食を摂られてからの午前入所であれば昼食代〔700 円〕＋夕食代〔600 円〕、同様

に朝食昼食を摂られてからの午後入所であれば夕食代（600 円）を徴収いたします。 

なお、利用者負担段階第１段階・第２段階･第３段階に該当する方については、それぞれの負担

限度額を超えて費用が徴収されることはありません。（例えば、第２段階の方の場合、朝食＋昼

食を摂ってからの午後退所であれば朝食代（540 円）＋昼食代（700 円）の 1,240 円の費用負担
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額となりますが、実際に徴収される費用負担額は第２段階の食費負担限度額の 600 円となります。 

※ 食費には、利用者の全員を対象に提供されるおやつ代を含んでおります。 

※ 食費の額は、ミドルホーム富岡として現に食事を提供するのに必要な費用（食材料費＋調理師

の人件費）を勘案して設定しています。 

＊ 第４段階に該当する方に対する「滞在費」と「食費」については、全国の各施設ごとに独自の

金額設定がなされています（全国統一料金ではありません）。 

３ その他の料金 

項   目 金   額 内 容 等 

特別な室料 
（個室） 
（２人部屋） 

  １，３２０円／日（税込）   
    ８２５円／日（税込） 

利用者からの特別な希望に基づい

て提供される部屋の利用料です。 
なお、認知症専門棟については特

別な室料は徴収いたしません。 

特別な食事費用 実   費（税込） 

利用者が個人的な嗜好に基づいて

選定する、特別な食事もしくはお

やつを提供した場合。 
 

※日用品費 

 

１５０円／日 

毎日の日常生活に必要な物品（歯ブラシ、歯

磨き粉、ティッシュペーパー、タオル（清拭

用は除く）、ボディソープ、シャンプー、ハン

ドソープ、ポリデント、剃刀等）を提供する

ために係る料金です。 
 
 
 
 
 
 
 

※洗濯代 
 
【施設委託の場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 

○防寒着（ジャンパー等）   ２４０円 
 

○ウール･セーター類   ３５０円 
 

○トレーナー、ジャージ･パジャマの

上着、ブラウス、ポロシャツ等 
            １２０円 
 

○各種ズボン（トレーナー・ジャー

ジ・パジャマ等のズボン含む）  
１２０円 

 

○バスタオル      １２０円 
 

○タオル（バスタオル以外）４０円 
 

○下着          ９０円 
 

○パンツ         ６０円 
 

○靴下（１足）      ３０円 
 

○上履き靴（１足）   ２４０円 

◎デリケートな衣類、特殊素材の使

用された衣類、貴重な衣類や高価

な衣類などについては、持ち込ま

ないようにお願いしております。

なお、利用者の選択により持ち込

まれた場合につきましては、それ

らの衣類の洗濯はご家庭でお願い

します。 
また、防寒着やウール・セータ

ー類につきましても、ご家庭での

洗濯をお願いしております。 
 

＊家族洗濯の方であっても、失禁等

の理由で衣類汚染が著しい場合な

ど、やむを得ず施設洗濯にて対応

させていただく場合があります。

その際には、左記に対象となる料

金を徴収させていただきます。 

※理髪代 １，７００円／回 
施設が徴収し、明記額のまま理容

業者に直接支払われる金額です。 
 

美容代 

 

実   費（税込） 

利用者のご希望により白髪染め等を

行った場合に、業者の設定した金額

を施設が徴収して、そのままの額で

業者に直接支払われる金額です。 

家電持ち込み料 
○テレビ   ５５円／日（税込） 

○その他   ２２円／日（税込） 
 

 
通信費 

 
 実   費（税込） 

電話使用料、切手、葉書等 
（電話料）地域内３３円（税込） 

地域外５５円（税込） 

各種診断書料・文書料  実   費（税込） 別紙参照 
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エンゼルケア料 
（寝巻き・さらし代込） １６，５００円（税込） 

お亡くなりになられた際における

死後の処置に係る費用です。 
エンゼルケア料 

（寝巻き・さらし代含まず） １３，２００円（税込） 
生前ご愛用されていた服や肌着等

をご家族にご用意いただきます。 

その他  実   費（税込） 
（電池代）１１０円／個 
 

消費税 ※印は非課税 
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Ⅲ 通所リハビリテーション（デイケア）を利用する場合 
 

１ 通所リハビリテーション費 
  ○通所リハビリテーション費の利用者１割負担額です。 

区分 項 目 
[所要時間] 

１時間以上 
２時間未満 

[所要時間] 

２時間以上 
３時間未満 

[所要時間] 

３時間以上 
４時間未満 

[所要時間] 

４時間以上 
５時間未満 

[所要時間] 

５時間以上 
６時間未満 

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
勖
シ
勒
ン
費 

 

协 

基 
 

本 
 

料 
 

金 

卐 

要 介 護 １  ３６９円／回 ３８３円／回 ４８６円／回 ５５３円／回 ６２２円／回 

要 介 護 ２  ３９８円／回 ４３９円／回 ５６５円／回 ６４２円／回 ７３８円／回 

要 介 護 ３  ４２９円／回 ４９８円／回 ６４３円／回 ７３０円／回 ８５２円／回 

要 介 護 ４  ４５８円／回 ５５５円／回 ７４３円／回 ８４４円／回 ９８７円／回 

要 介 護 ５  ４９１円／回 ６１２円／回 ８４２円／回 ９５７円／回 １，１２０円／回 

 

区分 項 目 
[所要時間] 

６時間以上 
７時間未満 

[所要時間] 

７時間以上 
８時間未満 

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
勖
シ
勒
ン
費 

 

协 

基 
 

本 
 

料 
 

金 

卐 

要 介 護 １  ７１５円／回 ７６２円／回 

要 介 護 ２  ８５０円／回 ９０３円／回 

要 介 護 ３  ９８１円／回 １，０４６円／回 

要 介 護 ４  １，１３７円／回 １，２１５円／回 

要 介 護 ５  １，２９０円／回 １，３７９円／回 

※ 上記の金額には、送迎を行った場合の料金も包括されています。 
 

○通所リハビリテーションの延長加算 
所要時間 料金 備考 

８時間以上９時間未満の場合 ５０円／回 
所要時間６時間以上８時間未満の指定通所リハ

ビリテーションの前後に日常生活上の世話を行

った場合に、算定されます。 

指定通所リハビリテーションの所要時間と指定

通所リハビリテーションの前後に行った日常生

活上の世話の所要時間を通算した時間が８時間

以上となる場合に、算定されます。 

９時間以上１０時間未満の場合 １００円／回 

１０時間以上１１時間未満の場合 １５０円／回 

１１時間以上１２時間未満の場合 ２００円／回 

１２時間以上１３時間未満の場合 ２５０円／回 

１３時間以上１４時間未満の場合 ３００円／回 
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事業所が送迎を行わない場合 

 

料金 備考 
 

片道につき、４７円を減算 
利用者に対して、その居宅と指定通所リ

ハビリテーション事業所との間の送迎を

行わない場合に算定されます。 

 
※運営規定に定める通常の事業の実施地域を越えて、厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住す

る者へのサービス提供を実施した場合には、一日につき所定の基本料金の５％の金額を所定の基

本料金に加算させていただきます。（通常の事業の実施地域については、「運営規定」をご参照

ください。） 
 
 
区分 項  目 金  額 備  考 

各 
 

種 
 

加 
 

算 
 

协
右
記
の
加
算
項
目
に
該
当
し
た
場
合
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
劤
卐 

 

栄養改善加算 ２００円／回 
※月２回まで。原則３月 

低栄養状態にある又はそのおそれのあ

る利用者に対し、管理栄養士等が関連職

種と共同して栄養ケア計画を作成し、こ

れに基づく実施と定期的評価等の一連

のプロセスを実施した場合に加算しま

す。必要に応じ居宅を訪問します。 

栄養アセスメント加算 ５０円／月 

管理栄養士、その他関連職種が共同して

栄養アセスメントを行い、その結果を利

用者や家族へ説明し相談等に応じるこ

と、及び利用者ごとの栄養状態等の情報

を厚生労働省に提出し、必要情報を栄養

管理に活用することにより算定します。 

口腔・栄養スクリーニング 
加算（Ⅰ） 

２０円／回 
 

※６月に１回を限度 

利用開始時及び利用中６か月ごとに口

腔の健康状態及び栄養状態について確

認を行い、当該情報を担当介護支援専門

員に提供することにより算定します。 

口腔・栄養スクリーニング 
加算（Ⅱ） 

５円／回 
 

※６月に１回を限度 

栄養改善加算や口腔機能向上加算を算

定している場合に、口腔の健康状態また

は栄養状態について確認を行い、当該情

報を担当介護支援専門員に提供するこ

とにより算定します。 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０円／回 
※月２回まで。原則３月 

口腔機能の低下している又はそのおそ

れのある利用者に対し、歯科衛生士等が

口腔機能向上のための計画を作成し、こ

れに基づく実施と定期的評価等の一連

のプロセスを実施した場合に加算しま

す。 
（Ⅱ）上記の取組に加え計画等の情報を

厚生労働省へ提出し、必要情報を口腔衛

生管理に活用することにより算定しま

す。 
 
詳しくは必要に応じてご説明いたしま

す。 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ １５５円／回 
※月２回まで。原則３月 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ １６０円／回 
※月２回まで。原則３月 
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一体的サービス提供加算 ４８０円／月 

栄養改善サービスおよび口腔機能向上

サービスを実施していること。 
栄養改善サービスまたは口腔機能向上

サービスいずれかのサービスを行う日

を月に２回以上設けていること。 
栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定

していないこと。 
以上を満たす場合に通所リハビリテー

ション費に加えて算定します。 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０円／日 

入浴中の利用者の観察を含む入浴 
介助を行った場合に加算します。この場

合の観察とは、自立生活支援のための見

守り援助のことであり、利用者の自立支

援や日常生活動作能力向上のために利

用者自身の力で入浴し、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを行なうこと

により、結果として身体に直接接触する

介助を行なわない場合でも加算されま

す。 
上記に加えて、利用者が居宅にて自身ま

たは家族等の介助によって入浴するこ

とができるよう、医師、作業療法士等が

利用者の居宅を訪問して浴室における

動作や環境の評価を行い、利用者の身体

の状況や環境を踏まえた個別の入浴計

画を作成し、個浴その他の利用者の居宅

の状況に近い環境で入浴介助を行って

いる場合には、（Ⅱ）を算定します。 

入浴介助加算（Ⅱ） ６０円／日 

リハビリテーション 
マネジメント加算（イ） 

５６０円／月 
（開始月から６月以内） 

 
 
 
 
＊詳細は別紙参照 

２４０円／月 
（開始月から６月超） 

 
リハビリテーション 

マネジメント加算（ロ） 

５９３円／月 
（開始月から６月以内） 

２７３円／月 
（開始月から６月超） 

 
リハビリテーション 
マネジメント加算（ハ） 

７９３円／月 
（開始月から６月以内） 

４７３円／月 
（開始月から６月超） 

医師が利用者または    

その家族に対して説明し、 

利用者の同意を得た場合 

上記に加えて 
２７０円／月 

 

 

 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 

3 時間以上 

4 時間未満 
１２円／回 

常時配置されている理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士の合計数が２５又

はその端数を増すごとに１名以上配置

できた回に算定します。 
 

4 時間以上 

5 時間未満 
１６円／回 

5 時間以上 

6 時間未満 
２０円／回 

6 時間以上 

7 時間未満 
２４円／回 

7 時間以上 ２８円／回 
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短期集中個別リハビリテーシ

ョン実施加算 

 

 

 

１１０円／日 

医師又は医師の指示を受けた理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用

者に対して、その退院（所）日又は認定

日から起算して３月以内の期間に、個別

リハビリテーションを集中的に行った

場合に算定します。 
＊認知症短期集中リハビリテーション

実施加算又は生活行為向上リハビリテ

ーション実施加算を算定している場合

は、算定しません。 

理学療法士等体制強化加算 ３０円／日 

作業療法士･理学療法士･言語聴覚士を

常勤かつ専従で２名以上配置する体制

が整った場合に１時間以上２時間未満

のサービス利用をされた方に算定しま

す。 
 

認知症短期集中 
リハビリテーション実施加算

（Ⅰ） 

２４０円／日 
（退院（所）日又は通所

開始日から起算して３

月以内） 

施設基準に適合する通所リハビリテー

ション事業所において、認知症であり、

かつ、リハビリテーションによって生活

機能の改善が見込まれると医師が判断

した者に対して、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が、集中的なリハビリテーション

を個別に行った場合に、算定します。 
＊その他の算定要件は別紙参照 

 
認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算

（Ⅱ） 

１，９２０円／月 
（退院（所）日又は通所

開始日の属する月から

起算して３月以内） 

生活行為向上 
リハビリテーション実施加算 

１，２５０円／月 
（利用開始の属する月

から６月以内） 
＊詳細は別紙参照 

移行支援加算 １２円／日 ＊詳細は別紙参照 

中重度者ケア体制加算 ２０円／日 

指定基準に定められた員数に加え、看護

職員又は介護職員を常勤換算方法で１

以上確保している場合に、算定されま

す。 
前年度又は算定日が属する月の前３月

間の指定通所リハビリテーション事業

所の利用者数の総数のうち、要介護３以

上の利用者の占める割合が１００分の

３０以上である場合に、算定されます。 
指定通所リハビリテーションを行う時

間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテ

ーションの提供に当たる看護職員を１

以上確保している場合に、算定されま

す。 

重度療養管理加算 １００円／日 

所要時間１時間以上２時間未満の利用

者以外の方で、要介護３、要介護４又は

５であって、厚生労働大臣が定める状態

である方に医学的管理の下、通所リハビ

リテーションを提供した場合に算定し

ます。 
※常時頻回の喀痰吸引をしている方や経鼻胃管や

胃ろうの方、褥そう（床ずれ）の治療をしてい

る方など。詳細は、短期入所療養介護の料金表

の『「重度療養管理加算」の算定対象となる厚

生労働大臣が定める状態とは』を参照下さい。 
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若年性認知症利用者受入加算 ６０円／日 
受け入れた若年性認知症利用者ごとに

個別の担当者を定めサービス提供を行

った場合に算定します。 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 

利用者ごとの基本的な情報（ＡＤＬ値、

栄養状態、口腔機能、認知症やその他の

心身状況等）を厚生労働省に提出し、サ

ービスの提供に当たって、必要情報を活

用することにより算定します 

退院時共同指導加算 ６００円／回 

利用者が退院するにあたり、当事業所の

医師又は理学療法士、作業療法士もしく

は言語聴覚士が、退院前カンファレンス

に参加し、退院時共同指導を行った後に

利用者に対する初回の通所リハビリテ

ーションを行った場合に、当該退院につ

き１回に限り加算します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅰ） 

２２円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、

介護福祉士の占める割合が７０％以上

となった場合、または勤続１０年以上の

介護福祉士の占める割合が２５％以上

となった場合に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅱ） 

１８円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、

介護福祉士の占める割合が５０％以上

となった場合に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅲ） 

６円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、

介護福祉士の占める割合が４０％以上

となった場合、または直接サービスを提

供する職員の総数のうち、勤続７年以上

の者の占める割合が３０％以上となっ

た場合に算定します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 
介護保険分支払額に

８．３％を乗じた額 

介護職員等の更なる資質の向上の取組、

雇用管理の改善、労働環境の改善の取組

を進める事業所を対象とした加算です。 
なお、介護保険分支払額とは、「通所リ

ハビリテーション費」に「各種加算」「減

算」を加えた額のことをいいます。（「食

費」「その他の料金」は含まれません） 

※上記は、１割自己負担の場合の額を表示したものです。 

市町村から交付された｢介護保険負担割合証｣に利用者負担の割合が２割と記載されている場合は、

上記の額に２を乗じた額、３割と記載されている場合は、上記の額に３を乗じた額となります。 
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２ その他の料金 
 

項   目 金   額 内 容 等 
 
※食事の提供に要す

る費用〔食費〕 

○朝食     ５４０円／食 
 
○昼食     ７００円／食 
 
○夕食     ６００円／食  

食費は、ミドルホーム富岡として食

事を提供するのに必要な費用（食材

料費＋調理師の人件費）を勘案して

定めています。 

 
特別な食事費用 

 
実   費（税込） 

利用者が選定する特別な食事を提供

した場合。 

 
※日用品費 

 
５０円／日 

日常生活に必要な物品（タオル（清拭用は除く）、

ボディソープ、シャンプー、ハンドソープ、剃刀

等）を提供するために係る料金です。 

 
 
 
 

※オムツ代 
 
【施設委託の場合】 

○布オムツ代    ２３円／枚 
 
○尿取りパット   ３５円／枚 
 
○紙オムツＭ   １７９円／枚 
 
○紙オムツＬ   １９２円／枚 
 
○はくパンツＭ  ２１１円／枚 
 
○はくパンツＬ  ２３３円／枚 
 
○フラットタイプ  ５５円／枚 

 
 
 
 
使用枚数に応じて徴収します。 
（左記価格は処理代を含む） 

 
※理髪代 

 
１，７００円／回 

施設が徴収し、明記した額のまま理

容業者に直接支払われる金額です。 

 

美容代 

 

実   費（税込） 

利用者のご希望により白髪染め等を行

った場合に、業者の設定した金額を施

設が徴収して、そのままの額で業者に

直接支払われる金額です。 
 
通信費 

 
 実   費（税込） 

電話使用料、切手、葉書等 
（電話料）地域内３３円（税込） 

地域外５５円（税込） 

 
その他 

 
 実   費（税込） 

（電池代）１１０円／個 
（各種診断書料・文書料）別紙参照 

 
消費税 
 

 
※印は非課税 
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Ⅳ 要支援１･２の方が短期入所（ショートステイ）を利用する場合 
 

１ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

 

区分 項   目 金  額 備  考 

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

协
ⅱ
卐
协
個
室
利
用
者
卐 

  

要 支 援 １  

  

６３２円／日 

個室で介護予防短期入所療養介護サービス

を受けている方が施設にお支払い頂く、介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

の利用者１割負担額です。 
 

   

要 支 援 ２  

  

７７８円／日 

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

費
协
ⅳ
卐协
多
床
室
利
用
者
卐 

  

要 支 援 １  

  

６７２円／日 

 
２人室・４人室で介護予防短期入所療養介護

サービスを受けている方が施設にお支払い

頂く、介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費の利用者１割負担額です。   

要 支 援 ２  

  

８３４円／日 

 

各
種
加
算
协
右
記
の
加
算
項
目
に
該
当
し
た
場
合
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
劤
卐 

 
 

 
送迎加算 

 
１８４円／片道 

送迎が必要と認められる利用者に対して、その

居宅と事業所（施設）との間の送迎を行った場

合、片道につき左記金額を算定します。 

緊急時治療管理加算 ５１８円／日 

利用者の病状が重篤となり、救命救急医療が必

要となる場合に緊急的な治療管理としての投

薬、検査、注射、処置等を行った場合１月に１

回連続する３日を限定に算定します。 
 

療養食加算 

 

８円／回 

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食などを医師の処方

箋に基づき提供した場合に算定します。 
＊１日３食を限度とし、１食を１回として１回単位

で算定します。 

 

個別リハビリテーション

実施加算 

 
 
 
２４０円／日 

理学療法士、医師、看護職員、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士等が共同して利用者

ごとに個別リハビリテーション計画を作成し

当該リハビリテーション計画に基づき、医師又

は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が１日２０分以上の個別リハ

ビリテーションを行った場合に算定します。 
 

認知症行動･心理症状 
緊急対応加算 

 

２００円／日 
 

医師が認知症の行動・心理症状が認められる

ため緊急に短期入所の利用が必要と判断し

た者が利用した場合７日以内に限って算定

します。 
 

若年性認知症利用者 
受入加算 

 
１２０円／日 

 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の

担当者を定めサービス提供を行った場合に算

定します。 

 
夜勤職員配置加算 

 
２４円／日 

夜勤職員を通常の夜勤体制よりも手厚く配置

する体制が整った場合算定します。各階の夜勤

体制の詳細については別にご説明いたします。 
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サービス提供体制 
強化加算（Ⅰ） 

２２円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が８０％以上となった場合、

または勤続１０年以上の介護福祉士の占める

割合が３５％以上となった場合に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅱ） 

１８円／日 
当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が６０％以上となった場合

に算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅲ） 

６円／日 

当事業所における介護職員総数のうち、介護福

祉士の占める割合が５０％以上、または直接サ

ービスを提供する職員の総数のうち、勤続７年

以上の者の占める割合が３０％以上、看護・介

護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が

７５％以上の場合に算定します。 

 

在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅰ） ５１円／日 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
４０以上であること。 
介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費の（ⅰ）（ⅲ）が算定できていること。 
地域に貢献する活動を行っていること。 
以上を満たしている場合に、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（ⅰ）（ⅲ）の基

本料金に加算します。 

 

在宅復帰･在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 

 

５１円／日 

在宅復帰･在宅療養支援等指標（別表参照）が 
７０以上であること。 
介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費の（ⅱ）（ⅳ）が算定できていること。 
以上を満たしている場合に、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）（ⅳ）の基

本料金に加算します。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日 
総入所者数のうち、日常生活に支障をきたすよ

うな症状の認知症の者の占める割合が１／２

以上であり、専門的な認知症のケアを実施する

体制が整い実施した場合に算定します。詳しく

は、必要に応じてご説明いたします。 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円／日 

総合医学管理加算 ２７５円／日 

治療管理を目的とし、居宅サービス計画におい

て行うこととなっていない介護予防短期入所

療養介護を行った場合、１０日を限度として算

定します。 
 

特 定 治 療 費 医科診療報酬点

数表に基づく 

やむを得ない必要により、手術や注射、処置等

を行った場合に算定します。算定する場合に

は、必要に応じて説明をさせていただきます。 
 

口腔連携強化加算 ５０円／回 
口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、評価結果を情報提

供した際に算定します。 

生産性向上推進体制加算

（Ⅰ） １００円／月 

（Ⅱ）の条件を満たし、（Ⅱ）のデータにより

業務改善の取組による成果が確認されている

こと。 
見守り機器等のテクノロジーを複数台導入し

ていること。 
１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 
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生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） １０円／月 

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動

を継続的に行っていること。 
見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入

していること。 
１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供を行うこと。 
以上を満たしている場合に算定します。 

 
介護職員等処遇改善加算    

（Ⅱ） 

 

介護保険分支払額

に７．１％を乗じ

た額 

介護職員等の更なる資質の向上の取組、雇用管

理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業

所を対象とした加算です。なお、介護保険分支

払額とは、「介護老人保健施設介護予防短期入

所療養介護費」に「各種加算」「減算」を加え

た額のことをいいます。（「滞在費」「食費」「そ

の他の料金」は含まれません） 

※上記は、１割自己負担の場合の額を表示したものです。 

市町村から交付された｢介護保険負担割合証｣に利用者負担の割合が２割と記載されている場合は、

上記の額に２を乗じた額、３割と記載されている場合は、上記の額に３を乗じた額となります。 
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２ 滞在費〔滞在に要する費用〕・食費〔食事の提供に要する費用〕（非課税） 
◎滞在費・食費については、所得の低い方〔特定入所者（負担限度額認定者）：第１段階～第３段

階〕にその負担が重くなり過ぎないようにするために、お支払いいただく金額が利用者負担段階

に応じて軽減されております。 

 
 

利用者負担段階 

滞 在 費 
〔滞在に必要な費用〕 

 
食  費 

〔食事の提供に 
必要な費用〕 個 室 

多 床 室 
〔２人・４人部屋〕 

 

負 

担

限 

度 

額 

認 

定 

者 

第 1 段階 
例）生活保護受給者の方等 ５５０円／日 ０円／日 ３００円／日 

第２段階 
例）年金収入８０万円以下の方等 ５５０円／日 ４３０円／日 ６００円／日 

第３段階① 
例）年金収入８０万円超 120 万

円以下の方等 

１，３７０円／日 ４３０円／日 １，０００円／日 

第３段階② 
例）年金収入 120 円超の方等 １，３７０円／日 ４３０円／日 １，３００円／日 

負担限度額認定者以外の方 

 
第４段階 

例）年金収入２６６万円超の方等 
１，７２８円／日 ４３７円／日 

朝食 ５４０円 
昼食 ７００円 
夕食 ６００円 

〔１,８４０円／日〕 

※滞在費については、午後入所の場合や午前退所の場合など、居住時間が一日に満たない場合であ

っても（居住時間に関わらず）、一日料金で徴収させていただきます。 

※入所日並びに退所日の食費徴収の取り扱いは、実際にお摂りいただいた食分の食費を徴収いたし

ます。 

［退所日の食費徴収の仕方］ 

朝食を摂ってからの午前中退所であれば朝食代（540 円）、昼食を摂ってからの午後退所であ

れば朝食代（540 円）＋昼食代（700 円）、夕食を摂ってからの夜間退所であれば朝食代（540

円）＋昼食代（700 円）＋夕食代（600 円）を徴収いたします。 

［入所日の食費徴収の仕方］ 

ご自宅で朝食を摂られてからの午前入所であれば昼食代〔700 円〕＋夕食代〔600 円〕、同様

に朝食昼食を摂られてからの午後入所であれば夕食代（600 円）を徴収いたします。 

なお、利用者負担段階第１段階・第２段階･第３段階に該当する方については、それぞれの負担

限度額を超えて費用が徴収されることはありません。（例えば、第２段階の方の場合、朝食＋昼

食を摂ってからの午後退所であれば朝食代（540 円）＋昼食代（700 円）の 1,240 円の費用負担

額となりますが、実際に徴収される費用負担額は第２段階の食費負担限度額の 600 円となります。 

※ 食費には、利用者の全員を対象に提供されるおやつ代を含んでおります。 

※ 食費の額は、ミドルホーム富岡として現に食事を提供するのに必要な費用（食材料費＋調理師

の人件費）を勘案して設定しています。 

＊ 第４段階に該当する方に対する「滞在費」と「食費」については、全国の各施設ごとに独自の

金額設定がなされています（全国統一料金ではありません）。 
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３ その他の料金 

項   目 金   額 内 容 等 

特別な室料 
（個室） 
（２人部屋） 

  １，３２０円／日（税込）   
    ８２５円／日（税込） 

利用者からの特別な希望に基づい

て提供される部屋の利用料です。 
なお、認知症専門棟については特

別な室料は徴収いたしません。 

特別な食事費用 実   費（税込） 

利用者が個人的な嗜好に基づいて

選定する、特別な食事もしくはお

やつを提供した場合。 
 

※日用品費 

 

１５０円／日 

毎日の日常生活に必要な物品（歯ブラシ、歯

磨き粉、ティッシュペーパー、タオル（清拭

用は除く）、ボディソープ、シャンプー、ハン

ドソープ、ポリデント、剃刀等）を提供する

ために係る料金です。 
 
 
 
 
 
 
 

※洗濯代 
 
【施設委託の場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 

○防寒着（ジャンパー等）   ２４０円 
 

○ウール･セーター類   ３５０円 
 

○トレーナー、ジャージ･パジャマの

上着、ブラウス、ポロシャツ等 
            １２０円 
 

○各種ズボン（トレーナー・ジャー

ジ・パジャマ等のズボン含む）  
１２０円 

 

○バスタオル      １２０円 
 

○タオル（バスタオル以外）４０円 
 

○下着          ９０円 
 

○パンツ         ６０円 
 

○靴下（１足）      ３０円 
 

○上履き靴（１足）   ２４０円 

◎デリケートな衣類、特殊素材の使

用された衣類、貴重な衣類や高価

な衣類などについては、持ち込ま

ないようにお願いしております。

なお、利用者の選択により持ち込

まれた場合につきましては、それ

らの衣類の洗濯はご家庭でお願い

します。 
また、防寒着やウール・セータ

ー類につきましても、ご家庭での

洗濯をお願いしております。 
 

＊家族洗濯の方であっても、失禁等

の理由で衣類汚染が著しい場合な

ど、やむを得ず施設洗濯にて対応

させていただく場合があります。

その際には、左記に対象となる料

金を徴収させていただきます。 

※理髪代 １，７００円／回 
施設が徴収し、明記額のまま理容

業者に直接支払われる金額です。 
 

美容代 

 

実   費（税込） 

利用者のご希望により白髪染め等を

行った場合に、業者の設定した金額

を施設が徴収して、そのままの額で

業者に直接支払われる金額です。 

家電持ち込み料 
○テレビ   ５５円／日（税込） 

○その他   ２２円／日（税込） 
 

 
通信費 

 
 実   費（税込） 

電話使用料、切手、葉書等 
（電話料）地域内３３円（税込） 

地域外５５円（税込） 

各種診断書料・文書料  実   費（税込） 別紙参照 

エンゼルケア料 
（寝巻き・さらし代込） １６，５００円（税込） 

お亡くなりになられた際における

死後の処置に係る費用です。 
エンゼルケア料 

（寝巻き・さらし代含まず） １３，２００円（税込） 
生前ご愛用されていた服や肌着等

をご家族にご用意いただきます。 

その他  実   費（税込） 
（電池代）１１０円／個 
 

消費税 ※印は非課税 
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Ⅴ 要支援１･２の方が通所リハビリテーション（デイケア）を利用する場合 
 

１ 介護予防通所リハビリテーション費 
  ○介護予防通所リハビリテーション費の利用者１割負担額です。 

区分 項 目 金    額 

基
本
料
金 

要 支 援 １  

 
２，２６８円／月 

 
利用開始月の属する月から１２月超える利用の場合 １２０円／月減算 

ただし、算定要件を満たした場合、減算はありません。 

要 支 援 ２  

 
４，２２８円／月 

 
利用開始月の属する月から１２月超える利用の場合 ２４０円／月減算 

ただし、算定要件を満たした場合、減算はありません。 
 
※ 介護予防通所リハビリテーション費は、１月につき上記の金額となります。 

（利用回数は関係有りません） 
※ 上記の金額には、送迎、入浴を行った場合の料金も包括されています。 
※ 運営規定に定める通常の事業の実施地域を越えて、厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住

する者へのサービス提供を実施した場合には、一日につき所定の基本料金の５％の金額を所定

の基本料金に加算させていただきます。（通常の事業の実施地域については、「運営規定」を

ご参照ください。）厚生労働大臣が定める中山間地域等については、必要に応じてご説明しま

す。 
※ 利用開始日の属する月から１２月を超えて介護予防通所リハビリテーションを行う場合の減算を

行わない理由 
・３月に１回以上リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の

状況等に関する情報を構成員と共有し、該当リハビリテーション会議の内容を記録すると共に、利用者の状

態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。 

・利用者ごとのリハビリテーション計画等の内容等の情報を厚生労働省へ提出し、リハビリテーション提供に

当たって、当該その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 
 

区分 項  目 金  額 備  考 

各 

種 

加 

算 

料 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

协
右
記
の
加
算
項
目
に
該
当
し
た
場
合
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
劤
卐 

 
若年性認知症利用者 

受入加算 

 
２４０円／月 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに

個別の担当者を定めサービス提供を行

った場合に算定します。 

退院時共同指導加算 ６００円／回 

利用者が退院するにあたり、当事業所

の医師又は理学療法士、作業療法士も

しくは言語聴覚士が、退院前カンファ

レンスに参加し、退院時共同指導を行

った後に利用者に対する初回の通所リ

ハビリテーションを行った場合に、当

該退院につき１回に限り算定します。 

栄養アセスメント加算 ５０円／月 

管理栄養士、その他関連職種が共同し

て栄養アセスメントを行い、その結果

を利用者や家族へ説明し相談等に応じ

ること、及び利用者ごとの栄養状態等

の情報を厚生労働省に提出し、必要情

報を栄養管理に活用することにより算

定します。 

栄養改善加算 ２００円／月 
低栄養状態にある又はそのおそれのあ

る利用者に対し、管理栄養士等が看護

職員、介護職員等と共同して栄養ケア
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計画を作成し、これに基づく実施と定

期的評価等の一連のプロセスを実施し

た場合に加算します。 
必要に応じ居宅を訪問します。 

口腔・栄養      

スクリーニング加算（Ⅰ） 
２０円／回 

※６月に１回を限度 

利用開始時及び利用中６か月ごとに口

腔の健康状態及び栄養状態について確

認を行い、当該情報を担当介護支援専

門員に提供することにより算定しま

す。 

口腔・栄養      

スクリーニング加算（Ⅱ） 
５円／回 

※６月に１回を限度 

栄養改善加算や口腔機能向上加算を算

定している場合に、口腔の健康状態ま

たは栄養状態について確認を行い、当

該情報を担当介護支援専門員に提供す

ることにより算定します。 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
 

１５０円／月 
 

※月２回まで。原則３月 

口腔機能の低下している又はそのおそ

れのある利用者に対し、歯科衛生士等

が口腔機能向上のための計画を作成

し、これに基づく実施と定期的評価等

の一連のプロセスを実施した場合に加

算します。 
（Ⅱ）上記の取組に加え計画等の情報

を厚生労働省へ提出し、必要情報を口

腔衛生管理に活用することで算定しま

す。 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 
 

１６０円／月 
 

※月２回まで。原則３月 

口腔機能の低下している又はそのおそ

れのある利用者に対し、歯科衛生士等

が口腔機能向上のための計画を作成

し、これに基づく実施と定期的評価等

の一連のプロセスを実施した場合に加

算します。 
（Ⅱ）上記の取組に加え計画等の情報

を厚生労働省へ提出し、必要情報を口

腔衛生管理に活用することで算定しま

す。 

一体的サービス提供加算 ４８０円／月 

栄養改善サービスおよび口腔機能向上

サービスを実施していること。 
栄養改善サービスまたは口腔機能向上

サービスいずれかのサービスを行う日

を月に２回以上設けていること。 
栄養改善加算、口腔機能向上加算を算

定していないこと。 
以上を満たす場合に通所リハビリテー

ション費に加えて算定します。 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅰ） 

要支援１  ８８円／月 
当事業所における介護職員総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が７０％

以上となった場合、または勤続１０年

以上の介護福祉士の占める割合が２

５％以上となった場合に算定します。 
要支援２ １７６円／月 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅱ） 

要支援１  ７２円／月 
当事業所における介護職員総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が５０％

以上となった場合に算定します。 
要支援２ １４４円／月 

サービス提供体制 
強化加算（Ⅲ） 

要支援１  ２４円／月 
当事業所における介護職員総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が４０％
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要支援２  ４８円／月 

以上となった場合、または直接サービ

スを提供する職員の総数のうち、勤続

７年以上の者の占める割合が３０％以

上となった場合に算定します。 
 
 
 
 
 

生活行為向上リハビリテ

ーション実施加算 
 

５６２円／月 
（利用開始日の属する月

から６月以内） 
 

生活行為の内容の充実を図るための専

門的な知識や経験を有する作業療法士

等が配置されていること。 
生活行為の内容の充実を図るためのリ

ハビリテーション計画書を予め定めて

リハビリを提供していること。 
リハビリテーション会議を開催し、目

標の達成状況を報告していること。 
医師又は医師の指示を受けた作業療法

士等が、居宅を訪問し生活行為の評価

をおおむね１月に１回以上行うこと。 
を実施している場合に算定します。 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 

利用者ごとの基本的な情報（ＡＤＬ値、

栄養状態、口腔機能、認知症やその他

の心身状況等）を厚生労働省に提出し、

サービスの提供に当たって、必要情報

を活用することにより算定します 
介護職員の更なる資質の向上の取組、

雇用管理の改善、労働環境の改善の取

組を進める事業所を対象とした加算で

す。 
なお、介護保険分支払額とは、「介護

予防通所リハビリテーション費」に「各

種加算」「減算」を加えた額のことを

いいます。（「食費」「その他の料金」

は含まれません） 
 
 
 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅱ） 

 
 
 

介護保険分支払額に 
８．３％を乗じた額 

介護職員等の更なる資質の向上の取

組、雇用管理の改善、労働環境の改善

の取組を進める事業所を対象とした加

算です。なお、介護保険分支払額とは、

「介護予防通所リハビリテーション

費」に「各種加算」「減算」を加えた

額のことをいいます。（「食費」「そ

の他の料金」は含まれません） 

※上記は、１割自己負担の場合の額を表示したものです。 

市町村から交付された｢介護保険負担割合証｣に利用者負担の割合が２割と記載されている場合は、

上記の額に２を乗じた額、３割と記載されている場合は、上記の額に３を乗じた額となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

２ その他の料金 
 

項   目 金   額 内 容 等 
 
※食事の提供に要す

る費用〔食費〕 

○朝食     ５４０円／食 
 
○昼食     ７００円／食 
 
○夕食     ６００円／食  

食費は、ミドルホーム富岡として食

事を提供するのに必要な費用（食材

料費＋調理師の人件費）を勘案して

定めています。 

 
特別な食事費用 

 
実   費（税込） 

利用者が選定する特別な食事を提供

した場合。 

 
※日用品費 

 
５０円／日 

日常生活に必要な物品（タオル（清拭用は除く）、

ボディソープ、シャンプー、ハンドソープ、剃刀

等）を提供するために係る料金です。 

 
 
 
 

※オムツ代 
 
【施設委託の場合】 

○布オムツ代    ２３円／枚 
 
○尿取りパット   ３５円／枚 
 
○紙オムツＭ   １７９円／枚 
 
○紙オムツＬ   １９２円／枚 
 
○はくパンツＭ  ２１１円／枚 
 
○はくパンツＬ  ２３３円／枚 
 
○フラットタイプ  ５５円／枚 

 
 
 
 
使用枚数に応じて徴収する。（左記

価格は処理代を含む） 

 
※理髪代 

 
１，７００円／回 

施設が徴収し、明記した額のまま理

容業者に直接支払われる金額です。 

 

美容代 

 

実   費（税込） 

利用者のご希望により白髪染め等を行

った場合に、業者の設定した金額を施

設が徴収して、そのままの額で業者に

直接支払われる金額です。 
 
通信費 

 
 実   費（税込） 

電話使用料、切手、葉書等 
（電話料）地域内３３円（税込） 

地域外５５円（税込） 

 
その他 

 
 実   費（税込） 

（電池代）１１０円／個 
（各種診断書料・文書料）別紙参照 

 
消費税 
 

 
※印は非課税 
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リハビリテーションマネジメント加算 

□リハビリテーションマネジメント加算（イ）を算定する場合（算定要件） 

 

〇医師が、リハビリ専門職に対し、利用者に対するリハビリテーションの目的に加えて、

リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中

止する際の基準、リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうち、いずれか

１つ以上の指示を行っており、その内容について記録している。 

〇リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的見地から利用者

の状況等に関する情報を、利用者及びその家族、医師、リハビリ専門職、介護支援専門

員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業所の担当者等と共有し、記録

している。 

※なお、リハビリテーション会議については、テレビ電話等を活用して行うことがあります。その際、

利用者やその家族が参加する場合には、テレビ電話等の活用についての同意を取らせていただきます。 

〇リハビリテーション計画について、リハビリ専門職が、利用者又はその家族に対して説

明し、同意を得ると共に、説明した内容等について医師へ報告している。 

〇利用開始から６か月以内は「１か月に１回」、それ以降は「３か月に１回」リハビリテー

ション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を適宜見直

している。 

〇リハビリ専門職が介護支援専門員に対し、リハビリテーションの観点から「利用者の有

する能力」「自立のために必要な支援方法」「日常生活上の留意点」に関する情報提供を

行っている。 

〇リハビリ専門職が利用者宅を訪問し、他の居宅介護サービスのスタッフ又は家族に対し、

リハビリテーションの観点から「介護の工夫等に関する指導」及び「日常生活の留意点

に関する助言」を行っている。 

 

□リハビリテーションマネジメント加算（ロ）を算定する場合（算定要件） 

 

〇リハビリテーションマネジメント加算（イ）の各要件を満たしている。 

〇利用者毎のリハビリテーション計画書等の情報を厚生労働省に提出するとともに、リハ

ビリ提供に当たり、当該情報、その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情

報を活用する。（LIFE への情報提出と、フィードバック情報を踏まえた PDCA サイクルの

実施） 
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□リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定する場合（算定要件） 

 

〇リハビリテーションマネジメント加算（ロ）の各要件を満たしている。 

〇事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。 

〇利用者毎に、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っているこ

と。 

〇利用者毎に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔

の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っ

ていること。 

〇利用者毎に、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口

腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 

〇共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直

しの内容を関係職種に対して情報提供していること。 

 

□リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して
説明し、利用者の同意を得た場合を算定する場合（算定要件） 

 

〇リハビリテーションマネジメント加算（イ）の「リハビリ専門職によるリハビリテーシ

ョン計画の説明」以外の要件を満たしている。 

〇リハビリテーション計画の説明を医師が行い同意を得ている。 

 

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

 

□認知症短期集中リハビリテーション（Ⅰ）を算定する場合（算定要件） 

〇認知症であると医師が診断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改

善が見込まれると医師が判断した者に対して、医師又は医師の指示を受けた作業療法士、

理学療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーションを集中的に行った場合。 

〇１週間に２日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 

 

□認知症短期集中リハビリテーション（Ⅱ）を算定する場合（算定要件） 

〇認知症であると医師が診断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改
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善が見込まれると医師が判断した者に対して、医師又は医師の指示を受けた作業療法士、

理学療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーションを集中的に行った場合。 

〇１月に４回以上リハビリテーションを実施すること。 

〇リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテ

ーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 

〇通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算（イ）・（ロ）・

（ハ）のいずれかを算定していること。 

 

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 

□生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定する場合（算定要件） 

〇生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為

の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されている。 

〇生活行為の内容の充実を図るための目標や目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻

度、実施場所等が記載されたリハビリテーション実施計画を定めてリハビリテーション

を提供している。 

〇リハビリテーション実施計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテ

ーションの提供終了前１月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を

報告している。 

〇リハビリテーションマネジメント加算（イ）・（ロ）・（ハ）のいずれかを算定している。 

〇当施設の医師又は医師の指示を受けたリハビリ専門職が、利用者の居宅を訪問し生活行

為に関する評価を概ね１月に１回以上実施している。 

 

 

移行支援加算 

 

□移行支援加算を算定する場合（算定基準） 

〇移行支援加算は、利用者の ADL（日常生活動作）が向上し、社会参加に資する取り組みに

移行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するも

のですので、算定要件を満たしている場合には、利用者全員に算定させていただくこと

となります。（同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいるこ

とはできません） 
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〇評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して１４日以降４４

日以内に、リハビリテーションの提供を終了者に対して、電話等により、通所介護等の

実施状況を確認し、記録する。 

〇リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するにあたり、利用者のリハビ

リテーション計画書を移行先の事業所へ提供する。 

〇１２月を利用者の平均利用延月数で除して得た数が２７％以上である場合。 
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各種診断書料・文書料 

 

診断書名 料金 

〇入所証明書 ２，２００円 

〇診断書（成年後見用含む） 

〇死亡診断書 
５，５００円 

 

※その他、内容につきましては窓口にお問い合わせください。 
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